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○
内
閣
府
告
示
第
百
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
八
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

東
京
都
世
田
谷
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
移
送
協
働
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
世
田
谷
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
一
日
内
閣
府
告
示
第
三
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す

る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
和
市

特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

み
ん
な
で
進
め
る
地
域
福
祉

の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
和
市

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
百
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

南
佐
久
郡
小
海
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県

小
海
町
福
祉
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十

二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

三
重
県
飯
南
郡
飯
高
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

飯
高
町
Ｎ
Ｐ
Ｏ
福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

三
重
県
飯
南
郡
飯
高
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
一
日
内
閣
府
告
示
第
四
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す

る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

枚
方
市

特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス

の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

枚
方
市

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十

二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
六
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

玉
名
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

玉
名
市
福
祉
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

玉
名
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
一
日
内
閣
府
告
示
第
六
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す

る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

宇
土
市
並
び
に
熊
本
県
宇
土
郡
三
角
町
及
び
不
知
火
町
並
び

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

熊
本
県
、

に
下
益
城
郡
城
南
町
、
富
合
町
、
松
橋
町
、
小
川
町
、
豊
野
町
、
中
央
町
及
び
砥
用
町

特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

宇
土
市
並
び
に
熊
本
県
宇
土
郡
三
角
町
及
び
不
知
火
町
並
び
に
下
益
城
郡
城
南
町
、
富
合

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

町
、
松
橋
町
、
小
川
町
、
豊
野
町
、
中
央
町
及
び
砥
用
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
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指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
お
け
る
知
的
障
害
者
及
び
障
害
児
の
受
入
事

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

業
（
九
〇
六
）
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
に
お
け
る
使
用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二

〇
六
（
一
二
一
六
）
）
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